
                                     （公印省略） 

群空連発 第３号 

           令和 8年 4 月７日 

                                 

各道場責任者 様 

各指導者 様  

                                 群馬県空手道連盟 

                                会長  米山 文雄 

                              

令和 8年度 全空連公認県（組手・形）審判員登録、更新申請について 

 

平素よりお世話様になっております 

全空連公認県審判員の登録、更新の申請について貴道場関係者に周知いただき、期日まで

に申し込み手続きを完了させてください。申込につきましては県連ＨＰから書式をダウンロ

ードしていただき、各道場ごとに取りまとめデータにて申請をお願い致します 

個人登録者についても県連にて全空連に一括申込をいたしますので、データにて申請をお

願いいたします。 

 

記 

 

対象  組手県審判 及び 形県審判で有効期限が 2026/０3/31 となっている方 

 

申込書送り先   渡木 章 宛て   090-1502-3727 

送信アドレス   a_tonegi@yahoo.co.jp 

登録費振込先  群馬銀行 本店営業部(100) 普通 2477278 トネギアキラ 

 ※登録費 組手・形それぞれ¥2500/3 年間 1人 振込手数料はご負担 

ください 

        ※必ず登録者本人名義にてお振り込みください 

        ※申請に不備があった場合お預かりした登録費は返金できません 

申込締め切りは令和 8年４月 24日(金)までとさせていただきます 

なお、以下のように改正されておりますのでご確認のうえ周知をお願いい 

たします。 

 

① 全空連公認県（組手・形）審判員の基礎資格がない者は県公認準審判員とする 

② 全空連公認県審判員は３年ごとに県審判事務局一括で更新手続き、申請する。 

③ 新規に県公認準審判員に合格した方は県審判事務局で全空連に全空連公認組手審判新規

登録することもできます。 

④ 送っていただいたメールに関しては返信をいたします。２～3 日の間に返信がない場合

は、迷惑メール等に紛れている可能性がありますので、渡木宛に連絡をお願いします。 

 

 



※全空連公認県審判員資格条件     ※令和７年２月～ 

 

全空連公認 県組手 審判員 

・全空連公認 2 段以上 

・空手道歴 3 年以上 

・満 18 歳以上 

（地区・全国組手審判資格保持者は別） 

 

全空連公認 県形 審判員 

・全空連公認 3 段以上 

・全空連公認都道府県組手審判取得 

・JSPO 空手道コーチ１以上取得 

・満 20 歳以上 

（地区・全国形審判資格保持者は別） 

 

※以上の資格を保持していない場合は全空連公認県審判員として登録できませんので 

準審判員となります 

 

申請に誤りや不備があって登録できなかった場合でもお預かりした登録費は返金でき

ません 

 


